
 

行政訴訟検討会からの問い合わせ： 

公正取引委員会が関係する義務付け訴訟の有無 

 

回答： 

 義務付け訴訟を，「無名抗告訴訟（行政事件訴訟法第三条において規定された抗告訴

訟以外）の一種で，行政庁に特定の行政処分を行うことを要求する訴訟」と定義すると，

下記の訴訟が挙げられる。 

 

記 

 

１．判決年月日 昭和３２年９月１９日 

２．判   決 却下 

３．裁 判 所 東京地裁 

４．関 係 法 条 独占禁止法第３条，第６条第１項，憲法９９条 

５．原      告 個人 

６．事件の概要 

 原告が，原子力委員会がその所管する原子力研究所に原子炉方法系列に関する研究

をさせることその他の行為が独占禁止法第３条に違反するものであると被告（公正取

引委員会）に申告したところ，被告は昭和３１年１１月１３日右申告を不適法として

処理し，同年１２月７日，その旨を原告に通知した。原告は，①右通知が無効である

ことの確認及び②被告が原子力委員会の行為が独占禁止法並びに憲法第１４条第１

項に違反する旨の審決をする義務を負うことの確認をもとめて本訴訟を提起した。 

７．その他 

  昭和３２年１０月１日控訴（東京高裁 昭和３３年２月２８日控訴棄却） 

  昭和３３年３月１８日上告（最高裁二小 昭和３４年６月１９日上告棄却，確定）

 

 


